
平
成
二
十
七
年
防
衛
省
令
第
十
五
号

防
衛
装
備
庁
施
設
等
機
関
組
織
規
則

防
衛
省
組
織
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
八
号
）
第
二
百
十
四
条
第
三
項
、
第
二
百
十
五
条
第
二
項
、
第
二
百
十
六
条
第
三
項
、
第
二
百
十
七
条
第
三
項
、
第
二
百
十
八
条
第
二
項
、
第
二
百
二
十
条
第
二
項
、
第
二
百
二
十

一
条
第
二
項
及
び
第
二
百
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
防
衛
省
設
置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
及
び
防
衛
省
組
織
令
を
実
施
す
る
た
め
、
防
衛
装
備
庁
施
設
等
機
関
組
織
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

目
次第

一
章
　
施
設
等
機
関

第
一
節
　
航
空
装
備
研
究
所
（
第
一
条―

第
十
一
条
）

第
二
節
　
陸
上
装
備
研
究
所
（
第
十
二
条―

第
十
九
条
）

第
三
節
　
艦
艇
装
備
研
究
所
（
第
二
十
条―

第
二
十
八
条
）

第
四
節
　
次
世
代
装
備
研
究
所
（
第
二
十
九
条―

第
三
十
九
条
）

第
五
節
　
千
歳
試
験
場
（
第
四
十
条
・
第
四
十
一
条
）

第
六
節
　
下
北
試
験
場
（
第
四
十
二
条
・
第
四
十
三
条
）

第
七
節
　
岐
阜
試
験
場
（
第
四
十
四
条
・
第
四
十
五
条
）

第
二
章
　
雑
則
（
第
四
十
六
条
）

附
則

第
一
章
　
施
設
等
機
関

第
一
節
　
航
空
装
備
研
究
所

（
位
置
）

第
一
条
　
航
空
装
備
研
究
所
は
、
立
川
市
に
置
く
。

（
所
長
）

第
二
条
　
航
空
装
備
研
究
所
に
、
所
長
を
置
く
。

２
　
所
長
は
、
航
空
装
備
研
究
所
の
業
務
を
掌
理
す
る
。

（
研
究
企
画
官
）

第
三
条
　
航
空
装
備
研
究
所
に
、
研
究
企
画
官
一
人
を
置
く
。

２
　
研
究
企
画
官
は
、
命
を
受
け
て
、
航
空
装
備
研
究
所
の
所
掌
業
務
の
う
ち
重
要
な
技
術
的
事
項
を
総
括
整
理
す
る
。

（
航
空
装
備
研
究
所
に
置
く
部
）

第
四
条
　
航
空
装
備
研
究
所
に
、
次
の
四
部
を
置
く
。

管
理
部

航
空
機
技
術
研
究
部

エ
ン
ジ
ン
技
術
研
究
部

誘
導
技
術
研
究
部

（
管
理
部
の
分
課
）

第
五
条
　
管
理
部
に
、
次
の
二
課
を
置
く
。

総
務
課

会
計
課

（
総
務
課
の
所
掌
事
務
）

第
六
条
　
総
務
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
機
密
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
所
長
の
官
印
及
び
研
究
所
印
の
保
管
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
公
文
書
の
接
受
、
発
送
、
編
集
及
び
保
存
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
職
員
の
人
事
、
教
養
及
び
給
与
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
職
員
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
秘
密
の
保
全
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
所
内
の
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

八
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
航
空
装
備
研
究
所
の
所
掌
事
務
で
他
の
所
掌
に
属
し
な
い
事
項
に
関
す
る
こ
と
。
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（
会
計
課
の
所
掌
事
務
）

第
七
条
　
会
計
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
経
費
及
び
収
入
の
予
算
、
決
算
及
び
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
行
政
財
産
の
管
理
並
び
に
物
品
の
取
得
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

（
航
空
機
技
術
研
究
部
の
所
掌
業
務
）

第
八
条
　
航
空
機
技
術
研
究
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
考
案
、
調
査
研
究
及
び
試
験
並
び
に
規
格
に
関
す
る
資
料
の
作
成
に
関
す
る
業
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
航
空
機
の
シ
ス
テ
ム
化
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
航
空
機
及
び
誘
導
武
器
の
要
素
技
術
（
装
備
品
等
（
防
衛
省
設
置
法
第
四
条
第
一
項
第
十
三
号
の
装
備
品
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
シ
ス
テ
ム
化
に
必
要
な
要
素
と
な
る
技
術
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
機
体
に
関

す
る
こ
と
。

三
　
航
空
機
の
要
素
技
術
で
あ
っ
て
ぎ
装
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
所
長
の
命
ず
る
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

（
エ
ン
ジ
ン
技
術
研
究
部
の
所
掌
業
務
）

第
九
条
　
エ
ン
ジ
ン
技
術
研
究
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
考
案
、
調
査
研
究
及
び
試
験
並
び
に
規
格
に
関
す
る
資
料
の
作
成
に
関
す
る
業
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
エ
ン
ジ
ン
の
シ
ス
テ
ム
化
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
エ
ン
ジ
ン
用
機
器
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
エ
ン
ジ
ン
の
要
素
技
術
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
所
長
の
命
ず
る
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

（
誘
導
技
術
研
究
部
の
所
掌
業
務
）

第
十
条
　
誘
導
技
術
研
究
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
考
案
、
調
査
研
究
及
び
試
験
並
び
に
規
格
に
関
す
る
資
料
の
作
成
に
関
す
る
業
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
誘
導
武
器
の
シ
ス
テ
ム
化
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
誘
導
武
器
用
機
器
（
第
八
条
第
二
号
並
び
に
前
条
第
二
号
及
び
第
三
号
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
誘
導
武
器
の
要
素
技
術
で
あ
っ
て
誘
導
管
制
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
所
長
の
命
ず
る
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

（
支
所
）

第
十
一
条
　
航
空
装
備
研
究
所
に
、
支
所
を
置
く
。

２
　
支
所
の
名
称
及
び
位
置
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

名
称

位
置

土
浦
支
所

茨
城
県
稲
敷
郡
阿
見
町

新
島
支
所

東
京
都
新
島
村

３
　
土
浦
支
所
は
、
誘
導
武
器
の
要
素
技
術
に
つ
い
て
の
試
験
に
関
す
る
業
務
の
う
ち
防
衛
装
備
庁
長
官
の
命
ず
る
も
の
を
つ
か
さ
ど
る
。

４
　
新
島
支
所
は
、
誘
導
武
器
に
つ
い
て
の
試
験
に
関
す
る
業
務
の
う
ち
防
衛
装
備
庁
長
官
の
命
ず
る
も
の
を
つ
か
さ
ど
る
。

５
　
支
所
に
、
支
所
長
を
置
く
。

第
二
節
　
陸
上
装
備
研
究
所

（
位
置
）

第
十
二
条
　
陸
上
装
備
研
究
所
は
、
相
模
原
市
に
置
く
。

（
所
長
）

第
十
三
条
　
陸
上
装
備
研
究
所
に
、
所
長
を
置
く
。

２
　
所
長
は
、
陸
上
装
備
研
究
所
の
業
務
を
掌
理
す
る
。

（
研
究
企
画
官
）

第
十
四
条
　
陸
上
装
備
研
究
所
に
、
研
究
企
画
官
一
人
を
置
く
。

２
　
研
究
企
画
官
は
、
命
を
受
け
て
、
陸
上
装
備
研
究
所
の
所
掌
業
務
の
う
ち
重
要
な
技
術
的
事
項
を
総
括
整
理
す
る
。

（
陸
上
装
備
研
究
所
に
置
く
部
）

第
十
五
条
　
陸
上
装
備
研
究
所
に
、
総
務
課
の
ほ
か
、
次
の
三
部
を
置
く
。

シ
ス
テ
ム
研
究
部

弾
道
技
術
研
究
部

機
動
技
術
研
究
部
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（
総
務
課
の
所
掌
事
務
）

第
十
六
条
　
総
務
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
機
密
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
所
長
の
官
印
及
び
研
究
所
印
の
保
管
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
公
文
書
の
接
受
、
発
送
、
編
集
及
び
保
存
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
職
員
の
人
事
、
教
養
及
び
給
与
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
職
員
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
経
費
及
び
収
入
の
予
算
、
決
算
及
び
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
行
政
財
産
の
管
理
並
び
に
物
品
の
取
得
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

八
　
秘
密
の
保
全
に
関
す
る
こ
と
。

九
　
所
内
の
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

十
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
陸
上
装
備
研
究
所
の
所
掌
事
務
で
他
の
所
掌
に
属
し
な
い
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

（
シ
ス
テ
ム
研
究
部
の
所
掌
業
務
）

第
十
七
条
　
シ
ス
テ
ム
研
究
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
考
案
、
調
査
研
究
及
び
試
験
並
び
に
規
格
に
関
す
る
資
料
の
作
成
に
関
す
る
業
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
火
器
及
び
弾
火
薬
類
の
シ
ス
テ
ム
化
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
施
設
器
材
の
シ
ス
テ
ム
化
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
車
両
の
シ
ス
テ
ム
化
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
理
化
学
器
材
及
び
衛
生
資
材
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
放
射
線
、
生
物
剤
及
び
化
学
剤
に
対
処
す
る
た
め
の
技
術
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
所
長
の
命
ず
る
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

（
弾
道
技
術
研
究
部
の
所
掌
業
務
）

第
十
八
条
　
弾
道
技
術
研
究
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
考
案
、
調
査
研
究
及
び
試
験
並
び
に
規
格
に
関
す
る
資
料
の
作
成
に
関
す
る
業
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
火
器
及
び
弾
火
薬
類
の
要
素
技
術
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
装
備
品
等
の
耐
弾
材
料
及
び
耐
弾
構
造
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
個
人
装
具
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
装
備
品
等
に
つ
い
て
の
人
間
工
学
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
所
長
の
命
ず
る
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

（
機
動
技
術
研
究
部
の
所
掌
業
務
）

第
十
九
条
　
機
動
技
術
研
究
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
考
案
、
調
査
研
究
及
び
試
験
並
び
に
規
格
に
関
す
る
資
料
の
作
成
に
関
す
る
業
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
施
設
器
材
の
要
素
技
術
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
車
両
の
要
素
技
術
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
車
両
用
機
器
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
所
長
の
命
ず
る
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
節
　
艦
艇
装
備
研
究
所

（
位
置
）

第
二
十
条
　
艦
艇
装
備
研
究
所
は
、
東
京
都
目
黒
区
に
置
く
。

（
所
長
）

第
二
十
一
条
　
艦
艇
装
備
研
究
所
に
、
所
長
を
置
く
。

２
　
所
長
は
、
艦
艇
装
備
研
究
所
の
業
務
を
掌
理
す
る
。

（
研
究
企
画
官
）

第
二
十
二
条
　
艦
艇
装
備
研
究
所
に
、
研
究
企
画
官
一
人
を
置
く
。

２
　
研
究
企
画
官
は
、
命
を
受
け
て
、
艦
艇
装
備
研
究
所
の
所
掌
業
務
の
う
ち
重
要
な
技
術
的
事
項
を
総
括
整
理
す
る
。

（
艦
艇
装
備
研
究
所
に
置
く
部
）

第
二
十
三
条
　
艦
艇
装
備
研
究
所
に
、
総
務
課
の
ほ
か
、
次
の
三
部
を
置
く
。

海
洋
戦
技
術
研
究
部

水
中
対
処
技
術
研
究
部

艦
艇
・
ス
テ
ル
ス
技
術
研
究
部
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（
総
務
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
四
条
　
総
務
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
機
密
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
所
長
の
官
印
及
び
研
究
所
印
の
保
管
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
公
文
書
の
接
受
、
発
送
、
編
集
及
び
保
存
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
職
員
の
人
事
、
教
養
及
び
給
与
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
職
員
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
経
費
及
び
収
入
の
予
算
、
決
算
及
び
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
行
政
財
産
の
管
理
並
び
に
物
品
の
取
得
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

八
　
秘
密
の
保
全
に
関
す
る
こ
と
。

九
　
所
内
の
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

十
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
艦
艇
装
備
研
究
所
の
所
掌
事
務
で
他
の
所
掌
に
属
し
な
い
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

（
海
洋
戦
技
術
研
究
部
の
所
掌
業
務
）

第
二
十
五
条
　
海
洋
戦
技
術
研
究
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
考
案
、
調
査
研
究
及
び
試
験
並
び
に
規
格
に
関
す
る
資
料
の
作
成
に
関
す
る
業
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
対
潜
戦
及
び
対
機
雷
戦
の
能
力
評
価
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
対
潜
戦
及
び
対
機
雷
戦
の
戦
術
判
断
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
水
中
音
響
に
関
す
る
こ
と
（
水
中
対
処
技
術
研
究
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
所
長
の
命
ず
る
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

（
水
中
対
処
技
術
研
究
部
の
所
掌
業
務
）

第
二
十
六
条
　
水
中
対
処
技
術
研
究
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
考
案
、
調
査
研
究
及
び
試
験
並
び
に
規
格
に
関
す
る
資
料
の
作
成
に
関
す
る
業
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
船
舶
の
無
人
化
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
水
中
武
器
に
関
す
る
こ
と
（
艦
艇
・
ス
テ
ル
ス
技
術
研
究
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

三
　
掃
海
器
材
に
関
す
る
こ
と
（
艦
艇
・
ス
テ
ル
ス
技
術
研
究
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

四
　
磁
気
器
材
に
関
す
る
こ
と
（
艦
艇
・
ス
テ
ル
ス
技
術
研
究
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
所
長
の
命
ず
る
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

（
艦
艇
・
ス
テ
ル
ス
技
術
研
究
部
の
所
掌
業
務
）

第
二
十
七
条
　
艦
艇
・
ス
テ
ル
ス
技
術
研
究
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
考
案
、
調
査
研
究
及
び
試
験
並
び
に
規
格
に
関
す
る
資
料
の
作
成
に
関
す
る
業
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
ス
テ
ル
ス
化
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
船
舶
、
水
中
武
器
及
び
掃
海
器
材
の
要
素
技
術
で
あ
っ
て
、
流
体
、
構
造
、
材
料
、
動
力
及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
船
舶
の
要
素
技
術
で
あ
っ
て
ぎ
装
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
船
舶
用
機
器
に
関
す
る
こ
と
（
海
洋
戦
技
術
研
究
部
及
び
水
中
対
処
技
術
研
究
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

五
　
水
槽
及
び
海
上
に
お
け
る
計
測
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
所
長
の
命
ず
る
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

（
支
所
）

第
二
十
八
条
　
艦
艇
装
備
研
究
所
に
、
支
所
を
置
く
。

２
　
支
所
の
名
称
及
び
位
置
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

名
称

位
置

川
崎
支
所

岩
国
海
洋
環
境
試
験
評
価
サ
テ
ラ
イ
ト

川
崎
市

岩
国
市

３
　
川
崎
支
所
は
、
磁
気
器
材
に
つ
い
て
の
考
案
、
調
査
研
究
及
び
試
験
並
び
に
規
格
に
関
す
る
資
料
の
作
成
に
関
す
る
業
務
の
う
ち
防
衛
装
備
庁
長
官
の
命
ず
る
も
の
を
つ
か
さ
ど
る
。

４
　
岩
国
海
洋
環
境
試
験
評
価
サ
テ
ラ
イ
ト
は
、
船
舶
の
無
人
化
、
水
中
武
器
及
び
掃
海
器
材
に
つ
い
て
の
考
案
、
調
査
研
究
及
び
試
験
並
び
に
規
格
に
関
す
る
資
料
の
作
成
に
関
す
る
業
務
の
う
ち
防
衛
装
備
庁
長
官
の
命
ず
る
も
の

を
つ
か
さ
ど
る
。

５
　
川
崎
支
所
に
支
所
長
を
、
岩
国
海
洋
環
境
試
験
評
価
サ
テ
ラ
イ
ト
に
サ
テ
ラ
イ
ト
長
を
置
く
。

第
四
節
　
次
世
代
装
備
研
究
所

（
位
置
）

第
二
十
九
条
　
次
世
代
装
備
研
究
所
は
、
東
京
都
世
田
谷
区
に
置
く
。
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（
所
長
）

第
三
十
条
　
次
世
代
装
備
研
究
所
に
、
所
長
を
置
く
。

２
　
所
長
は
、
次
世
代
装
備
研
究
所
の
業
務
を
掌
理
す
る
。

（
先
進
機
能
研
究
統
括
官
及
び
研
究
企
画
官
）

第
三
十
一
条
　
次
世
代
装
備
研
究
所
に
、
先
進
機
能
研
究
統
括
官
一
人
及
び
研
究
企
画
官
一
人
を
置
く
。

２
　
先
進
機
能
研
究
統
括
官
は
、
次
世
代
装
備
研
究
所
の
所
掌
業
務
の
う
ち
先
進
技
術
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
所
長
を
助
け
、
業
務
を
整
理
す
る
。

３
　
研
究
企
画
官
は
、
命
を
受
け
て
、
次
世
代
装
備
研
究
所
の
所
掌
業
務
の
う
ち
重
要
な
技
術
的
事
項
を
総
括
整
理
す
る
。

（
次
世
代
装
備
研
究
所
に
置
く
部
）

第
三
十
二
条
　
次
世
代
装
備
研
究
所
に
、
総
務
課
の
ほ
か
、
次
の
五
部
を
置
く
。

領
域
横
断
機
能
研
究
部

先
進
技
術
研
究
部

情
報
通
信
研
究
部

セ
ン
サ
研
究
部

電
子
対
処
研
究
部

（
総
務
課
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
三
条
　
総
務
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
機
密
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
所
長
の
官
印
及
び
研
究
所
印
の
保
管
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
公
文
書
の
接
受
、
発
送
、
編
集
及
び
保
存
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
職
員
の
人
事
、
教
養
及
び
給
与
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
職
員
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
経
費
及
び
収
入
の
予
算
、
決
算
及
び
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
行
政
財
産
の
管
理
並
び
に
物
品
の
取
得
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

八
　
秘
密
の
保
全
に
関
す
る
こ
と
。

九
　
所
内
の
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

十
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
世
代
装
備
研
究
所
の
所
掌
事
務
で
他
の
所
掌
に
属
し
な
い
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

（
領
域
横
断
機
能
研
究
部
の
所
掌
業
務
）

第
三
十
四
条
　
領
域
横
断
機
能
研
究
部
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
装
備
品
等
の
研
究
開
発
に
応
用
さ
れ
る
先
進
技
術
に
係
る
考
案
、
調
査
研
究
及
び
試
験
に
関
す
る
業
務
の
う
ち
、
複
数
の
装
備
品
等
に
係
る
技
術
の
領
域
に
係
る
横
断
的
な
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
装
備
品
等
に
つ
い
て
の
自
衛
隊
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
科
学
的
調
査
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
所
長
の
命
ず
る
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

（
先
進
技
術
研
究
部
の
所
掌
業
務
）

第
三
十
五
条
　
先
進
技
術
研
究
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
考
案
、
調
査
研
究
及
び
試
験
に
関
す
る
業
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
装
備
品
等
の
研
究
開
発
に
応
用
さ
れ
る
先
進
技
術
に
関
す
る
こ
と
（
領
域
横
断
機
能
研
究
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
所
長
の
命
ず
る
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

（
情
報
通
信
研
究
部
の
所
掌
業
務
）

第
三
十
六
条
　
情
報
通
信
研
究
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
考
案
、
調
査
研
究
及
び
試
験
並
び
に
規
格
に
関
す
る
資
料
の
作
成
に
関
す
る
業
務
並
び
に
防
衛
装
備
庁
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
数
理
研
究
に
関
す
る
業
務
を
つ
か

さ
ど
る
。

一
　
通
信
器
材
に
関
す
る
こ
と
（
領
域
横
断
機
能
研
究
部
、
先
進
技
術
研
究
部
及
び
電
子
対
処
研
究
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
　
電
子
計
算
機
に
関
す
る
こ
と
（
領
域
横
断
機
能
研
究
部
及
び
先
進
技
術
研
究
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

三
　
電
気
器
材
に
関
す
る
こ
と
（
領
域
横
断
機
能
研
究
部
及
び
先
進
技
術
研
究
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
所
長
の
命
ず
る
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

（
セ
ン
サ
研
究
部
の
所
掌
業
務
）

第
三
十
七
条
　
セ
ン
サ
研
究
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
考
案
、
調
査
研
究
及
び
試
験
並
び
に
規
格
に
関
す
る
資
料
の
作
成
に
関
す
る
業
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
電
波
器
材
に
関
す
る
こ
と
（
領
域
横
断
機
能
研
究
部
、
先
進
技
術
研
究
部
及
び
電
子
対
処
研
究
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
　
光
波
器
材
に
関
す
る
こ
と
（
領
域
横
断
機
能
研
究
部
、
先
進
技
術
研
究
部
及
び
電
子
対
処
研
究
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
所
長
の
命
ず
る
事
項
に
関
す
る
こ
と
。
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（
電
子
対
処
研
究
部
の
所
掌
業
務
）

第
三
十
八
条
　
電
子
対
処
研
究
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
考
案
、
調
査
研
究
及
び
試
験
並
び
に
規
格
に
関
す
る
資
料
の
作
成
に
関
す
る
業
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
通
信
器
材
の
電
子
対
処
に
関
す
る
こ
と
（
領
域
横
断
機
能
研
究
部
及
び
先
進
技
術
研
究
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
　
電
波
器
材
の
電
子
対
処
に
関
す
る
こ
と
（
領
域
横
断
機
能
研
究
部
及
び
先
進
技
術
研
究
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

三
　
光
波
器
材
の
電
子
対
処
に
関
す
る
こ
と
（
領
域
横
断
機
能
研
究
部
及
び
先
進
技
術
研
究
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
所
長
の
命
ず
る
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

（
支
所
）

第
三
十
九
条
　
次
世
代
装
備
研
究
所
に
、
支
所
を
置
く
。

２
　
支
所
は
、
名
称
を
飯
岡
支
所
と
し
、
旭
市
に
置
く
。

３
　
支
所
は
、
電
波
器
材
及
び
光
波
器
材
に
つ
い
て
の
考
案
、
調
査
研
究
及
び
試
験
並
び
に
規
格
に
関
す
る
資
料
の
作
成
に
関
す
る
業
務
の
う
ち
防
衛
装
備
庁
長
官
の
命
ず
る
も
の
を
つ
か
さ
ど
る
。

４
　
支
所
に
、
支
所
長
を
置
く
。

第
五
節
　
千
歳
試
験
場

（
位
置
）

第
四
十
条
　
千
歳
試
験
場
は
、
千
歳
市
に
置
く
。

（
場
長
）

第
四
十
一
条
　
千
歳
試
験
場
に
、
場
長
を
置
く
。

２
　
場
長
は
、
千
歳
試
験
場
の
業
務
を
掌
理
す
る
。

第
六
節
　
下
北
試
験
場

（
位
置
）

第
四
十
二
条
　
下
北
試
験
場
は
、
青
森
県
下
北
郡
東
通
村
に
置
く
。

（
場
長
）

第
四
十
三
条
　
下
北
試
験
場
に
、
場
長
を
置
く
。

２
　
場
長
は
、
下
北
試
験
場
の
業
務
を
掌
理
す
る
。

第
七
節
　
岐
阜
試
験
場

（
位
置
）

第
四
十
四
条
　
岐
阜
試
験
場
は
、
各
務
ヶ
原
市
に
置
く
。

（
場
長
）

第
四
十
五
条
　
岐
阜
試
験
場
に
、
場
長
を
置
く
。

２
　
場
長
は
、
岐
阜
試
験
場
の
業
務
を
掌
理
す
る
。

第
二
章
　
雑
則

（
雑
則
）

第
四
十
六
条
　
こ
の
省
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
航
空
装
備
研
究
所
、
陸
上
装
備
研
究
所
、
艦
艇
装
備
研
究
所
、
次
世
代
装
備
研
究
所
、
千
歳
試
験
場
、
下
北
試
験
場
及
び
岐
阜
試
験
場
の
事
務
分
掌
そ
の
他
組
織
の
細
目
は
、
防
衛

装
備
庁
長
官
が
定
め
る
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
三
一
日
防
衛
省
令
第
一
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
内
閣
の
重
要
政
策
に
関
す
る
総
合
調
整
等
に
関
す
る
機
能
の
強
化
の
た
め
の
国
家
行
政
組
織
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
三
月
三
〇
日
防
衛
省
令
第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
三
月
二
九
日
防
衛
省
令
第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
三
月
三
一
日
防
衛
省
令
第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
八
月
二
四
日
防
衛
省
令
第
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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